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○

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

施
設
を
使
用
さ
せ
る
期
間
が
三
日
か
ら
十
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て

二

施
設
を
使
用
さ
せ
る
期
間
が
七
日
か
ら
十
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置

す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
健
所
を

す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
の
条
例
で
定
め
る
期
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
の
条
例
で
定
め
る
期
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

施
設
の
使
用
の
開
始
時
に
清
潔
な
居
室
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

四

施
設
の
使
用
の
開
始
時
に
清
潔
な
居
室
を
提
供
す
る
こ
と
。

五

施
設
の
使
用
方
法
に
関
す
る
外
国
語
を
用
い
た
案
内
、
緊
急
時
に
お
け

五

施
設
の
使
用
方
法
に
関
す
る
外
国
語
を
用
い
た
案
内
、
緊
急
時
に
お
け

る
外
国
語
を
用
い
た
情
報
提
供
そ
の
他
の
外
国
人
旅
客
の
滞
在
に
必
要
な

る
外
国
語
を
用
い
た
情
報
提
供
そ
の
他
の
外
国
人
旅
客
の
滞
在
に
必
要
な

役
務
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。

六

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

（
新
規
）

令
で
定
め
る
場
所
に
滞
在
者
名
簿
が
備
え
ら
れ
、
こ
れ
に
滞
在
者
の
氏
名

、
住
所
、
職
業
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
る

こ
と
。

七

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
定
の
申
請
前
に
、
施
設
の
周

（
新
規
）

辺
地
域
の
住
民
（
施
設
を
構
成
す
る
建
築
物
に
居
住
す
る
者
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
施
設
が
国
家
戦
略

特
別
区
域
外
国
人
滞
在
施
設
経
営
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

八

施
設
の
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
つ
い
て
、
適
切

（
新
規
）
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か
つ
迅
速
に
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

九

（
略
）

六

（
略
）


